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I 調査に至る経緯と経過

平成10年度から始まる阿波国府跡所在確認調査の3年目にあたる。昨年度に引き続き、今回の

調査についても、徳島市国府町矢野字せんだんの木おいて正方位地割を残存する方 1町内で実施

した。昨年度の調査では、正方位を指向する奈良時代の掘立柱建物 6棟を確認し、方 1町内での

建物跡群の西および北側の領域を確認している。今回の調査は、東および南の領域での建物跡群

の存否を確認することが目的である。なお、東の領域での調査は、平成10年度にすでに実施して

いる経緯があるが、この時は建物跡が確認されていない。今回の調査では(平成10年度時の調査

地よりさらに内側においてI区 を設定、また、昨年度西側の調査区とI区の間においてⅡ区を設

定した。なお、 I区においては、遺構確認のため部分拡張を実施している。

調査は現代水田耕作土を重機掘削により除去し、以後、人力掘削により包含層を除去し遺構の

検出に努めた。 I区 においては、正方位指向の掘立柱建物跡を3棟 さらに現存条里地割と方位を

同じにするN-10° 一W指向の建物跡を3棟を確認している (第 1・ 2図 ・図版 1・ 2)。 また、

Ⅱ区においては建物跡は見られず井戸 1基を確認している。 1・ Ⅱ区での建物跡の在り方から、

掘立柱建物跡群の想定域は方75mで あることが把握された。
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I 検出遺構と出土遺物                              ｀

¬
調査地周辺の現地表面の標高は ToP。 +9.3m、を測る。現代水田耕土層下30cmの黄色シル ト～黄

灰色砂礫層上面において遺構を検出している。

調査対象とする奈良 。平安時代の遺構については、,掘立柱建物跡および井戸を確認している6

掘立柱建物跡はこれまでの調査で確認された正方位を指向するものと、今回、現存条里と方位を

同じにするN-1ぴ 一W指向のものを確認し、当初より掘立柱建物跡群の範囲を想定してきた方

1町領域内には、異なる方位を示す建物跡が存在することが明確化した (第 2図 )。

r・
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第2図 掘立柱建物跡SH01～ 06
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i 掘立柱建物跡 SH01(第 3図・図版3)

調査地 I区において検出した梁行 2間、桁行 3間

もしくは3間以上の東西棟の側柱建物であり、建物

方位は北で東に 2° 振つている。柱穴
′
掘形の平面形

は一辺60cmの方形もしくは50cm× 60cmの長方形を呈

する。梁行の棟持柱の柱穴が身舎外側へずれている

ことから、直接棟柱を支える構造の建物であると考

えられる。柱間寸法は東側柱北より2.19m-2.37

m、 南側柱東より2.18m-2.24mを 測る。北側柱は

建物跡 SH04の柱穴掘形と重複している。  1
‖ 掘立柱建物跡 SH02(第 4図 。図版3)

調査地 I区において検出し

た梁行 2間、桁行 4間 もしく

は4間以上の東西棟の側柱建

物であり、建物方位は北で東

に 5° 振 っている。柱穴掘形

の平面形は一辺40cmの方形も

しくは50cm× 60cmの長方形あ

るいは径40cmの円形を呈 し、

南側柱 に柱の造替がみ られ

る。柱間寸法は西側柱北より

2.31m-2.00m(造替後十

0.34m)、 北側柱西 より2.33

m-2.33m-2.31mを 測 る。

SH01と 桁柱筋 を合わせてい

ることや SH01と の間隔が梁

行と同等 (約 15尺)に設定さ

れていることから2棟を並立

させる意識的な建物配置である。

雨 掘立柱建物跡 SH03(第 5図・図版3)

調査地 I区 において検出 した梁行 2

間、桁行 3間の側柱建物であるが、桁行

3間以上の東西棟の可能性がある。建物

方位は北で東に 5° 振つている。柱穴掘

形の平面形は一辺60cmの方形もしくは60

cm× 70～ 80cmの長方形を呈する。南側柱

に柱の造替がみられる。柱間寸法は南側

柱西より2.32m-1.70m(造替後2.10m

-2。 00m)、 西側柱北 より1.77m-1163

m-2.00m(造替後-0.34m)を測る。

第 3図 掘立柱建物跡 SH01(S=1:100)

第4図 掘立柱建物跡 SH02(S=1:100)

０
・ω
ヽ

2.00

-3-

第 5図 掘立柱建物跡 SH03(S=1:100)



" 
掘立柱建物跡 SH04(第 6図 。図版3)

調査地 I区 において検出した梁行 2間、桁行 2間 もしく

は 2間以上の東西棟の側柱建物である。建物方位は北で西

に10° 振っている。同位置において一度建替が行われる。

柱穴掘形の平面形は一辺60cmの 方形もしくは60cm× 70～80

cmの長方形を呈 し、掘形の方向は一定 しない。柱間寸法は

北側柱東 より1.90m(建替後)、 南側柱東 より1。 75mi(建

替後 )、 東側柱北より1.60m-2.25m(建 替後1.74m-2.11

轟)を測る。建替に伴い梁行中央の柱 (棟持柱)の造替は

見みれず、梁行隅柱が身舎内側に設定されていることか

ら、独立棟持柱 として残存させた可能性がある。

v 掘立柱建物跡 SH05(第 7図・図版4)

調査地 I区において検出した梁行 2間、桁行 3間 の南

北棟の側柱建物である。建物方位は北で西に10° 振って

いる。
'全

体的な建替はみられないが、柱の造替が部分的

に行われているので、
｀
単時期の存続ではないと考えられ

る。柱穴掘形の平面形は一辺80cmの 方形もしくは60cm×

70cmの 長方形あるいは80cm× 100cmの 長方形を呈 し、掘

形の方向は隅柱がそれぞれ身舎方位に対 し45° 傾 く。柱

間寸法は南側柱西 より2.10m-2.10m、 東側柱北 より

2.60m-2.55m-2.10mを 測る。柱穴 よ り黒色土器 A
類椀片が出土 している。

輌 掘立柱建物跡 SH06(第 2図 )

調査地 I区 において検出した梁行 2間、桁行 2間以上

の東西棟の側柱建物もしくは梁行 2間、桁行 2間の南北

棟の側柱建物の可能性があるが明確ではない。建物方位

は北で西に10° 振っている。建替あるいは柱の造替 もみ

られない。柱穴掘形の平面形は径40cmの円形を呈する。

柱間寸法は西側柱北より2.10m-2.10品 、北側柱西より

1.95mを 測る。SH06以南において建物跡がみ られない

ことから、方 1町内における建物跡群の南限と想定される。

表 1 掘立柱建物跡一覧

第 6図 掘立柱建物跡 SH04(S=1:100)

第 7図 掘立柱建物跡 SH05(S=1:100)

番 号 桁 行 ・梁 行 桁  行 梁  行 柱 穴 掘 形 規 模 ・形 状 方  位 備  考

SH01 桁行 2間 +α
梁行 2間

南 桁
4.421n+α

東 梁
4.56rn

60× 60こm  ・  方
50×  60cm  ・  長

N-2° ―E
東 西 棟

側柱 建物
‐独 立棟 持

SH02 桁行 3間 +α
梁行 2間

Jヒ  ″行
6.97rn+α

西  梁
4。 31m

方
長
円
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ｃｍ
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一 E
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柱
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と

建
棟
柱
１

柱
立
桁
物

側
独
南
建

SH03 桁行 3間
梁行 2間

西  桁
5.40m

南 梁
4.02in+α

60× 60cm
50×  60cm
60× 80cm

方
長
長

N-5° 一E
■5ゴ ヒカ東?

領1柱建 物
東 西 棟 の可 能性
南 桁 柱 造 替

SH04 桁行 1間 +α
梁行 2間

Jヒ  ″行
1.90m+α

東 梁
3.85m

60× 60cm  ・  方
60× 70cm  ・ 1 長
60× 80cm  ・  長

N-10° 一W
東西棟

側柱建物
建替有

SH05 桁行 3間
梁行 2間

東  桁
6。 95m

南  梁
4.20m

80× 80cm  ・ 方
60× 70cm  。  長
80× 100cm  。  長

N-10° ―W
南 北 棟

物
有
間

建
替
等

柱
造
行

側
柱
梁

SH06 桁 行 1間 +α
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西  梁
4.20m 4Ocm 円 Ｗ
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MI 井戸 SE01(第 8・ 9図 。図版2・ 4～ 7)

調査地Ⅱ区において検出した、掘形が径 5mの

平面形が方円形を呈し、掘形のほぼ中央部に丼戸

側を設置している。ただし、井戸側の検出は掘形

検出面よリー2.5mで あり、井戸側上部について

は腐蝕し痕跡は認められない。井戸側は上部が丸

太分割剖抜 と下部は横板組無支持の構造 を呈す

る。上部は長径1.2m、 短径0.8mの不整長円形に

3分割の丸太剖抜材を組んだものであり、 3枚の

板材の下部の両端には、ほぞ穴がみられる。この穴

は組み合わせの際に、くさび状の装置もしくは紐

どめにて保持するために使用されたものと考えら

れる。下部は角材で組まれた方形枠上に、長辺90

cm、 短辺20cm、 厚さ 5 cmの長方形の板材を横方向

に組み上げたものであるが、保持する明確な装置

がみられない。そのため、上部の制抜材を設置す

る際、積み上げた横板が崩落 しているもなお、この

井戸については、井戸側に二

つの異なる構造物がみられる

こ[劣鼻善雪璽徴撃言[身冤 てこコEttζ
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第 8図  井戸 SE01
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り直しの可能性が考えられる。

出土遺物には、掘形より土

師 器 杯 (1～ 9・ 23～ 26)、

高台付 杯 (10～ 12)、 皿 (13

～20・ 27)、 甕 (34)黒 色 土

器 A類椀 (21・ 22)、 須恵器

高 台付 杯 (28・ 29)、 壺 (30

～33)の ほか竃、瓦がある。

また、井戸最下位より、土師

器高台付杯 (35)、 皿 (36)

の ほか、櫛 (図 版 7)、 籠、

曲物が出土 している。

ヽ

ヒ
=圭 =J/10

＼
こヽ二

==二
1===三 |イ(1

の7117士孵億冨  
＼
(三二I三ニラろ

成形であり、法量分化が整備

巨:璽炉:::1li:
20

)`■三二IIIII  E昌:itr`Jl

3

4

｀
【[[:::II::::'15

6

7L,__    2PcT
l:6

第 9図 井戸 SE01出 土遺物

縮小によりほぼ単一化された

状況と考えられる。黒色土器 A類椀は底部片であるが、深椀化 している。井戸最下位出土の高

台付杯35、 皿36は赤色塗彩が施されている。いずれも10世紀代前半に位置付けられるものである。
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Ⅲ 小結

正方位指向の建物跡 SH01～ 03は柱穴掘形の規模はいずれも小規模なものであり、平面形状に

方形 。長方形もみられるが、不整形のものが目立つ。.柱間寸法にはばらつきがみられ、柱筋の通

りも悪く、柱の部分的な造替も顕著である。これらのことから、構造的には精緻なものであると

は言い難い。また(建物跡 SH01・ 02の ように2棟並立を想定させるものがあり、これまでの調

査結果からも並立パターンがみられることから、フこの領域内における建物配置においては通例的
.

な在り方を示すものかもしれない。ただ、並立パターンには、隣接する位置での建替の可能性の

余地を残しておかなければならない。

今回、正方位指向以外の建物跡として、現存条里方向と同方位のN-10° 一W指向の建物跡を

確認している。建物跡 SH04・ 05は柱穴掘形が方形 。長方形を呈し、特にSH05は規模的にも大
・
きなものである。しかし、柱穴掘形の方向は一定せず、しかも柱間寸法にもばらつきがみられる

ことから決して企画性の高い建物ではない。

これら建物跡の年代観については、正方位指向については柱造替がみられるが、全面的な建替

が原則として認められないことから、掘立柱建物の耐用年限を50年程度とするならば、 8世紀前

半での使用・廃絶が考えられる。また、N-10° 一W指向については、柱穴出土遺物に黒色土器

A類椀がみられることを考慮すれば10世紀代が想定される。 ′

、 このように、建物跡の存続期間からみたこの領域での空間利用は、8世紀前半および10世紀代

の二時期が認められる。正方位指向の建物跡群については、国分寺や国分尼寺の伽藍方位が現存

条里方向と同方位のN-10° 一W方位であることから、これらを国府関連遺構であるならば、この .

地域にN-10° 一W方位の土地区画整理が始まる以前の極めて初期段階の施設とみるとができ

るどまた、国府政庁が当初より国分寺などと同様に、N-101-w方位で整備されていたとするなら

ば、8世紀前半という年代観を考慮すれば、8世紀中葉以降の国府政庁の成立以前の郡衛関連施設の

可能性が考えられ、国府政庁の成立に伴う施設の再編による廃絶が想定される。

また、N〒 10° TW指向の建物群をもってこの領域が10世紀に機能を再開するが、その背景に

は寛平 6年 (896)の 名方郡の分割に伴う官衛関連施設の再編が予想される。10世紀代に機能を

開始する建物跡 SH04・ 05は 、柱穴掘形の形状が方形や長方形を呈することや棟持柱を独立させ

る構造などに古い様相の建築概念が働いている。
(2)

井戸 SE01は 井戸側に異なる構造の施設を有するものであり、掘形出土遺物に23～ 27が混在し

ていることから造替の可能性も考えられるが、掘形出土遺物と井戸最下位の出土遺物に時期差が

みられないことから、異なる構造の井戸側を有する井戸の可能性が強い。出土遺物は土師器杯 1

～ 9や皿13～20は すでに法量が単一化 していることや黒色土器 A類の存在、さら_に 須恵器が供

膳形態からほぼ撤退 している様相を示すことから、阿波国府跡 SD29-括資料以降と考えられ、

N-10° 一W方位を指向する建物跡 SH04～ 06と 併存するものと考えられる。

当初、想定していた方 1町内での掘立柱建物跡群の存在は、方75mと いう範囲内におさまるも

のと考えられる。奈良・平安時代を通じた官衛遺構として、一定のまとまりを有する建物跡が存

在する地域としては評価されるものであるが、これらの建物が持ち得た機能や性格の把握、また

方75m内 における中心施設の存否の確認が課題である。

(註 )

(1)HH調査の建物跡 SH02の並堂 ?と 考えられるものや SH04・ 05の並立例がある。

(2)掘形出土遺物23～ 27の土師器杯には、日縁端部を肥厚させる形態や赤色塗彩が施されており、土師器 1～ 20と は形態的に異な

る二群である。時期的には8世紀代と考えられる。

(3)「 阿波国」『国府―畿内・七道の様相』日本考古学協会三重県実行委員会編、1996年 。
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掘立柱建物跡 SH01ヽ 03(南から)

掘立柱建物跡 SH01 02(南 から)
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掘立柱建物跡 SH01・ 04(南 から)

掘立柱建物跡 SH02(東から)

掘立柱建物跡 SH03(南から)
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掘立柱建物跡 SH05(南から)
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リトリi SE01九太分割創抜材半割
(南 から)

りけ i SE01横板組無支持部
(東 から)

リト,isE()1横 板組無支持隅部
(南 東から
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井戸 SE01出 土遺物
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井戸SE01出 上遺物 (S=1:1)
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